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「第７次千葉県看護職員需給見通し｣について 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ※第７次千葉県看護職員需給見通し ⇒ 別紙のとおり 

 

１ 算定の方針 

厚生労働省が定めた算定の方針及び実態調査票により、病院や診療所など看護職員が勤務 

する機関に対する実態調査を行い、看護職員配置の現状及び今後の動向を踏まえて作成する。 

（１）需要数は、策定方針を踏まえた各医療機関の判断（５年間の配置計画）に基づき把握   

する。 

なお、看護の質の向上や勤務環境の改善を加味し推計する。 

（２）供給数は新卒就業者数、再就業者数、退職者数等の現状及び今後の動向を踏まえて算定し、

一定の政策効果を加味し推計する。   

 

２ 実態調査の内容 

（１）常勤・非常勤別の看護職員数、休業・休暇の取得状況、採用の状況、退職の状況 

（２）平成２３年から平成２７年の間の看護職員配置計画 

（３）看護職員確保に関する情報（退職理由、職場定着対策、再就業者の確保対策） 

  ○実態調査実施状況                      （  ）内は回収数 

 第７次 （参考）第６次（平成１７年策定） 

実態調査 

対象機関 

計 ４，７６９か所（２，６２８か所）

①病院：284(261) 

②有床診療所：284(147) 

③無床診療所：3,391(1,608) 

④介護老人保健施設・ 

介護老人福祉施設：360(287) 

⑤訪問看護ステーション：192(124) 

⑥助産所：94(44) 

⑦市町村・保健所・ 

地域包括支援センター：125(118) 

⑧看護師養成所：39(39)   

計 １，２７７か所（１，０１２か所） 

①病院：286(278) 

②有床診療所：301(212) 

③介護老人保健施設・ 

介護老人福祉施設：304(241) 

④訪問看護ステーション：175(115) 

⑤助産所：79(34) 

⑥市町村・保健所：93(93) 

⑦看護師養成所：39(39) 

※無床診療所：2,815(1,789) 

（千葉県医師会調査） 

本県では、看護職員確保対策のための基本的資料として、おおむね５年ごとに看護職員

需給見通しを作成しています。 

 今回の需給見通しは、厚生労働省が定めた算定の方針に基づいて、平成２３年から平成

２７年までの看護職員の需要と供給の見通しを推計したものであり、平成２３年において

２，４３０．５人（常勤換算による。以下同じ）、平成２７年において１，４８１．６人

の供給不足が見込まれる結果となりました。 

 本県では現在、看護学生に対する修学資金の貸付や看護師等が利用する病院内保育所の

運営費に対する支援などの看護職員確保対策を実施しているところですが、今後、この

見通しを踏まえるとともに、高齢化の進行等需給に関わる環境の変化にも配慮しながら、

必要な看護職員の確保に向けた施策の実施に取り組んでまいります。 
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３ 需要数の算出方法  

施設・病棟部門等の充実、見直しの動向、研修体制や勤務環境の改善等による増員見込みを

考慮して算出する。 

（１）実態調査の看護職員配置計画数に基づいて５年間の需要数を算出し、病院の新規開設や  

育児休業等の代替職員の確保を見込み、推計した。 

（２）新規施設数等は、近年の施設数の推移や増減率により推計した。  

 

４ 供給数の算出方法 

（１）新卒就業者数… 県内養成所の新設・廃止等の予定を考慮した県内養成校の一学年定員を

基に、看護師等学校養成所卒業生就業状況から算出した卒業率と県内就業

率（今後の施策効果による改善を見込む）により推計した。 

県外からの新卒就業者数は、看護師等学校養成所卒業生就業状況を基に、

新設病院の開設等に伴う流入増を見込んで推計した。 

（２）再就業者数…  看護職員業務従事者届における就業期間 1 年未満の転職、再就業の状況

から、年当初就業者に対する再就業率を算出し、定着対策等による退職率   

及び再就業率の低下を見込んで推計した。 

（３）退職等による減少数… 年当初就業者に対する退職率を算出し、定着対策等による退職率

の低下を見込んで推計した。 

 

 ＜参 考＞ 第７次看護職員需給見通し策定の経過 

 

年 月 千  葉  県 厚生労働省 

21年 7月  需給見通し算定の方針決定 

21年 8月  都道府県へ通知 

21年10月 第 1 回看護のあり方に関する検討委員会 

（実態調査実施内容等を決定） 

 

 

21年10月 

 ～12 月 

医療機関等実態調査  

22年 2月 第 2 回看護のあり方に関する検討委員会 

（厚生労働省への中間報告を決定） 

厚生労働省へ中間報告提出 

 

22年 8月 厚生労働省によるヒアリング 都道府県に対するヒアリング 

22年11月 

 

第 3 回看護のあり方に関する検討委員会 

（厚生労働省への最終報告を決定） 

厚生労働省へ最終報告提出 

 

22年12月  第７次需給見通し決定 

公表（１２月２１日） 
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（別紙）           第７次千葉県看護職員需給見通し 

  

平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 
区       分 

実人員 常勤換算 実人員 常勤換算 実人員 常勤換算 実人員 常勤換算 実人員 常勤換算

      人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

32,101 30,014.5 33,536 31,186.9 34,950 32,325.1 36,017 33,130.6 36,900 33,756.6
①  病     院 

740 692.3 813 755.9 852 788.0 901 829.2 931 852.0

8,925 6,801.0 9,188 6,902.7 9,456 7,002.4 9,704 7,083.1 9,954 7,159.9
②  診  療  所 

335 277.7 333 272.6 331 268.4 333 266.3 343 270.1

1,964 1,649.8 1,956 1,623.3 1,950 1,598.2 1,933 1,565.5 1,924 1,538.6
  ⅰ）有床診療所 

300 251.9 297 246.5 295 242.3 296 239.8 301 240.6

6,961 5,151.2 7,232 5,279.4 7,506 5,404.2 7,771 5,517.6 8,030 5,621.3
  ⅱ）無床診療所 

35 25.8 36 26.1 36 26.1 37 26.5 42 29.5

97 88.9 99 91.0 103 94.6 109 100.2 112 102.8
③  助  産  所 

97 88.9 99 91.0 103 94.6 109 100.2 112 102.8

④ 訪問看護ステーション 981 833.9 1,066 895.7 1,151 955.2 1,216 997.4 1,296 1,050.1

⑤ 介護保険関係 5,686 4,861.0 5,940 5,032.7 6,190 5,200.6 6,437 5,359.7 6,690 5,522.0

  ⅰ）介護療養型医療施設 389 361.9 389 361.9 389 361.9 389 361.9 389 361.9

  ⅱ）介護老人保健施設 1,741 1,480.3 1,822 1,530.2 1,898 1,575.4 1,970 1,615.3 2,043 1,655.1

  ⅲ）介護老人福祉施設 1,067 896.1 1,143 959.8 1,204 1,011.5 1,265 1,062.7 1,327 1,114.5

  ⅳ）居 宅 サ ー ビ ス 2,282 1,940.0 2,384 2,002.2 2,490 2,066.9 2,602 2,133.9 2,720 2,203.6

  ⅴ）地域包括支援センター 207 182.7 202 178.6 209 184.9 211 185.9 211 186.9

⑥ 
社会福祉施設、在宅サー

ビス（④を除く） 
537 456.1 583 489.3 602 499.9 620 508.6 639 517.2

637 636.1 659 657.8 627 625.8 625 623.8 624 622.8
⑦ 看護師等学校養成所 

71 70.1 76 74.4 71 69.2 70 68.2 70 68.2

2,264 1,696.9 2,272 1,630.3 2,283 1,643.7 2,291 1,652.1 2,298 1,662.5
⑧ 保健所・市町村 

108 26.7 108 26.7 108 26.7 108 26.7 108 26.7

587 498.9 594 498.6 600 498.3 607 498.0 614 497.7
⑨ 事業所、研究機関等 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

51,815 45,887.3 53,937 47,385.0 55,962 48,845.6 57,626 49,953.5 59,127 50,891.6

需 
 
 

要 
 
 

数 

⑩ 上 記 の 計 
1,351 1,155.7 1,429 1,220.6 1,465 1,246.9 1,521 1,290.6 1,564 1,319.8

47,362 42,060.6 49,266 43,456.8 51,276 44,942.6 53,276 46,401.1 55,372 47,934.0
⑪ 年当初就業者数 

1,035 902.4 1,068 929.5 1,095 949.3 1,128 973.3 1,166 1,001.6

2,140 2,140.0 2,207 2,207.0 2,154 2,154.0 2,203 2,203.0 2,117 2,117.0
⑫ 新卒就業者数 

81 81.0 70 70.0 70 70.0 70 70.0 66 66.0

5,968 4,846.0 6,109 4,960.5 6,256 5,079.9 6,446 5,234.2 6,645 5,395.7
⑬ 再 就 業 者 数 

124 96.9 130 101.7 136 106.0 142 110.9 149 116.5

6,204 5,589.8 6,306 5,681.7 6,410 5,775.4 6,553 5,904.3 6,700 6,036.7
⑭ 退職等による減少数 

172 150.8 173 151.9 173 152.0 174 152.6 175 153.7

49,266 43,456.8 51,276 44,942.6 53,276 46,401.1 55,372 47,934.0 57,434 49,410.0

供 
 

給 
 

数 

⑮ 
年末就業者数（⑪+⑫+⑬

-⑭） 1,068 929.5 1,095 949.3 1,128 973.3 1,166 1,001.6 1,206 1,030.4

2,549 2,430.5 2,661 2,442.4 2,686 2,444.5 2,254 2,019.5 1,693 1,481.6
⑯ 差  引  計（⑩－⑮） 

283 226.2 334 271.3 337 273.6 355 289.0 358 289.4

95.1% 94.7% 95.1% 94.8% 95.2% 95.0% 96.1% 96.0% 97.1% 97.1%
⑰ 充  足  率（⑮／⑩） 

79.1% 80.4% 76.6% 77.8% 77.0% 78.1% 76.7% 77.6% 77.1% 78.1%

※１つの区分の中で集計欄が二段に分けられているものについては、上段は看護職員の合計、下段は助産師（再掲）の数。  

  

  


